
 

京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の一

部を改正する条例（平成３０年３月２９日京都市条例第   号）（保健福祉局健康長寿の

まち・京都推進室介護ケア推進課） 

  本市介護保険事業について，必要な措置を講じるため，次のとおり改正することとし

ました。 

１ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２

９年法律第５２号）の施行により介護保険法の一部が改正され，共生型居宅サービス

事業者，共生型地域密着型サービス事業者，共生型介護予防サービス事業者及び共生

型地域密着型介護予防サービス事業者に関する特例並びに介護医療院の制度が新た

に設けられたことに伴い，当該特例及び制度に係る人員，設備及び運営の基準を定め

るとともに，規定を整備します。 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条の規定に基づく地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部

の施行に伴う厚生労働省令の整備等に関する省令第３条の規定により平成３０年３

月３１日までなおその効力を有するとされている介護予防訪問介護及び介護予防通

所介護に関する規定の経過措置の期間が満了することに伴い，これらに係る規定を整

備します。 

３ 第１号被保険者の数の増加に伴い，地域包括支援センター（以下「センター」とい

う。）が担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね１０，０００人以上の

場合におけるセンターに配置すべき専門職員の数を定めます。 

  この条例は，平成３０年４月１日から施行することとしました。

５６



 

 京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月２９日 

                       京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例の

一部を次のように改正する。 

目次中「第５章 介護老人保健施設（第２３条～第２６条）」を 
「第５章 介護老人保 

第５章の２ 介護医 

健施設（第２３条～第２６条） 
に改める。  

療院（第２６条の２～第２６条の６）」 

 第１条中「，介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平

成２３年法律第７２号）第４条の規定による改正後の」を「及び」に改め，「平成１８年

法律第８３号」の右に「。以下「健保法等一部改正法」という。」を加え，「及び地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成

２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法第５条の規定による改正前の介護保険法（以下「平成２６年改正前法」

という。）」を削る。 

 第２条中「法，」を「法及び」に改め，「及び平成２６年改正前法」を削る。 

 第６条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第６条 指定居宅サービス等事業者は，指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下この章において「省令」という。）

の規定により指定居宅サービス等事業者が整備し，その完結の日から２年間保存しなけ
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 ればならないとされている利用者に対するサービスの提供に関する記録（以下この

章において「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

 第８条中「第４２条第１項第２号」の右に「，第７２条の２第１項第１号及び第２

号」を加える。 

 第１３条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第１３条 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事業の人員，

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下この章におい

て「省令」という。）の規定により指定地域密着型サービス事業者が整備し，その

完結の日から２年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービ

スの提供に関する記録（以下この章において「特定記録」という。）については，

その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第１６条中「法」の右に「第７８条の２の２第１項第１号及び第２号並びに」を加

える。 

 第１６条の５を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第１６条の５ 指定居宅介護支援等事業者は，指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下この章において「省令」と

いう。）の規定により指定居宅介護支援等事業者が整備し，その完結の日から２年

間保存しなければならないとされている利用者に対する指定居宅介護支援又は基

準該当居宅介護支援の提供に関する記録（以下この章において「特定記録」という。）

については，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第２０条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第２０条 指定介護老人福祉施設は，指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下この章において「省令」という。）

の規定により指定介護老人福祉施設が整備し，その完結の日から２年間保存しなけ

ればならないとされている入所者に対するサービスの提供に関する記録（以下この

章において「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しな



 

ければならない。 

 第２５条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第２５条 介護老人保健施設は，介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下この章において「省令」という。）

の規定により介護老人保健施設が整備し，その完結の日から２年間保存しなければ

ならないとされている入所者に対するサービスの提供に関する記録（以下この章に

おいて「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 第５章の次に次の１章を加える。 

   第５章の２ 介護医療院 

（人権の擁護及び虐待の防止） 

第２６条の２ 介護医療院は，入所者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため，責任

者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対する研修の実施

その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（暴力団の排除） 

第２６条の３ 介護医療院の管理者及び介護医療院の入所者の利益に重大な影響を

及ぼす業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をなす権限を有し，又は当

該管理者の権限を代行し得る地位にある従業者は，暴力団員であってはならない。 

２ 介護医療院は，その運営について，暴力団員等の支配を受けてはならない。 

（地震に対する安全性の確保） 

第２６条の４ 介護医療院は，耐震改修促進法第１７条第３項第１号に規定する耐震

関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める

基準に適合していなければならない。 

（記録の保存期間） 

第２６条の５ 介護医療院は，介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成３０年厚生労働省令第５号。以下この章において「省令」という。）の

規定により介護医療院が整備し，その完結の日から２年間保存しなければならない

とされている入所者に対するサービスの提供に関する記録（以下この章において

「特定記録」という。）については，その完結の日から５年間保存しなければなら



 

ない。 

（その他の基準） 

第２６条の６ 第２６条の２から前条までに定めるもののほか，法第１１１条第１項

から第３項までの規定に基づき条例で定める基準は，省令に定める基準（特定記録

の保存期間に係る基準を除く。）とする。 

 第２７条中「（申請者が介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の事業を行う事業

者である場合を含む。）」を削る。 

 第２８条中「（指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービスに該当する介護予防

訪問介護をいう。以下同じ。），基準該当介護予防訪問介護（基準該当介護予防サービ

スに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当するサービスをいう。以下同じ。），指

定介護予防通所介護（指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護をいう。以

下同じ。）及び基準該当介護予防通所介護（基準該当介護予防サービスに該当する介

護予防通所介護又はこれに相当するサービスをいう。以下同じ。）を含む。）」を削る。 

 第２９条第１項中「（指定介護予防訪問介護，基準該当介護予防訪問介護，指定介

護予防通所介護及び基準該当介護予防通所介護の事業を含む。）」を削る。 

 第２９条の２中「並びに指定介護予防通所介護及び基準該当介護予防通所介護の事

業を行う事業所」を削る。 

 第３０条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第３０条 指定介護予防サービス等事業者は，指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下この章において「省

令」という。）の規定により指定介護予防サービス等事業者が整備し，その完結の

日から２年間保存しなければならないとされている利用者に対するサービスの提

供に関する記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

 第３２条中「，法第５４条第１項第２号」の右に「，第１１５条の２の２第１項第

１号及び第２号」を加え，「又は平成２６年改正前法第５４条第１項第２号並びに第

１１５条の４第１項及び第２項」を削り，「平成１８年省令又は平成２７年改正前省

令」を「省令」に改める。 



 

 第３６条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第３６条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６

号。以下この章において「省令」という。）の規定により指定地域密着型介護予防

サービス事業者が整備し，その完結の日から２年間保存しなければならないとされ

ている利用者に対するサービスの提供に関する記録（以下この章において「特定記

録」という。）については，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第３８条中「法」の右に「第１１５条の１２の２第１項第１号及び第２号並びに」

を加える。 

 第３８条の５を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第３８条の５ 指定介護予防支援等事業者は，指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下この章において「省令」という。）

の規定により指定介護予防支援等事業者が整備し，その完結の日から２年間保存し

なければならないとされている利用者に対する指定介護予防支援又は基準該当介

護予防支援の提供に関する記録（以下この章において「特定記録」という。）につ

いては，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 第４１条を次のように改める。 

（記録の保存期間） 

第４１条 指定介護療養型医療施設は，健保法等一部改正法附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下この章におい

て「省令」という。）の規定により指定介護療養型医療施設が整備し，その完結の

日から２年間保存しなければならないとされている入院患者に対するサービスの

提供に関する記録（以下この章において「特定記録」という。）については，その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

 附則第３項中「第２６条」の右に「，第２６条の６」を，「介護老人保健施設の人



 

員，施設及び設備並びに運営に関する基準」の右に「，介護医療院の人員，施設及び

設備並びに運営に関する基準」を加え，「，健康保険法等の一部を改正する法律」を

「及び健保法等一部改正法」に改め，「及び介護保険法施行規則等の一部を改正する

省令（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号及び第４条第３号の規定に

よりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員，設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」を削る。 

 附則第４項中「第２６条」の右に「，第２６条の６」を加える。 

 別表おおむね８，０００人以上の項を次のように改める。 

おおむね８，０００人以上１

０，０００人未満 

お お む ね ３ ， １ ５ ０ 未 満 ５  

お お む ね ３ ， １ ５ ０ 以 上 ６  

おおむね１０，０００人以上  ６  

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（地震に対する安全性の確保に関する特例） 

２ この条例の施行の際現に健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第

８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

る同法第２６条の規定による改正前の介護保険法第１０７条第１項の規定に基づ

く指定介護療養型医療施設の指定を受けている施設であって，この条例の施行の日

以後に介護医療院の開設の許可を受けようとするもの（同日以後に床面積を増加さ

せる場合における当該増加の部分を除く。）については，この条例による改正後の

京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条

例第２６条の４の規定にかかわらず，建築物の耐震改修の促進に関する法律第１７

条第３項第１号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるも

のとして国土交通大臣が定める基準に適合しない限度において，これらの規定を適

用しない。この場合において，当該施設を管理する者は，当該施設について耐震診

断を行い，必要に応じ，耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 


